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「江戸川区感染症予防計画（案）」の意見募集結果について 

 

 

「江戸川区感染症予防計画（案）」に関する意見募集手続きは、令和６年２月１日から３

月１日までの期間で行いました。その際、７名より計１２件のご意見をいただきました。お

寄せいただいたご意見及び区の考え方は、以下の通りです。 

 

 

１ 意見募集手続の概要 

（１）意見募集期間 

令和６年２月１日から３月１日までの間 

（２）周知方法 

ア 区公式ホームページに掲載 

イ 令和６年２月１日号の「広報えどがわ」に掲載 

※健康部保健予防課窓口に閲覧用の印刷物を設置 

（３）意見の提出方法 

   ア 区公式ホームページ 

   イ 持込み又は郵送 

（４）提出先 

健康部保健予防課感染症対策係 

 

 

２ 意見募集の結果 

 

№ 頂いたご意見 区の考え方 

１ 

カード 20 電磁的方法での発生届けは

推進のためにより具体策が必要と思いま

す。 

おっしゃるとおり、努力義務が課され

た医師の皆様に対しても具体的な推進策

が必要です。 

国は、電磁的入力の促進のために医療

ＤＸや環境整備を進める予定としてお

り、区としても国の動きを注視し、医療機

関に向けて情報を発信していきます。 

なお、現在、区のホームページで電磁的

方法（システム）の利用促進のご案内をし

ておりますが、今後もあらゆる機会を通
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じてご案内をしていきます。 

２ 

カード 23 院内感染となっております

が、院内感染とした場合、患者と職員のみ

を対象とした考え方ですので、医療関連

感染として、医療にかかわるすべての方

を対象とされたほうが良いのではないで

しょうか。 

ご指摘ありがとうございました。 

院内感染対策については、「医療機関

等における院内感染対策について」(平

成23年6月17日医政指発0617第1号)、「良

質な医療を提供する体制の確立を図るた

めの医療法等の一部を改正する法律の一

部の施行について」(平成19年3月30日医

政発第0330010号)、「薬剤耐性菌による

院内感染対策の徹底及び発生後の対応に

ついて」(平成19年10月30日医政総発第

1030001号・医政指発第1030002号)等を

参考に医療機関の皆様には対策をお願い

しているところです。 

江戸川区感染症予防計画（案）（以

下、「本計画」という。）は今回の策定を

スタートと位置付けており、今後、必要

となる記載事項について、本計画にどの

ように記載していくか等を江戸川区新型

インフルエンザ等情報連絡会や区が主

催・共催する訓練等を通じて検討してい

きます。 

３ 

カード 27 ドライブスルーでの検査方

式は特殊な方法となりますので、平時よ

りの訓練などが必要であるし、有事の際

の協力者を得る機会になるのではない

か。また、区民へ有事の際の方法として周

知されていくのではないか。 

 ご助言ありがとうございます。 

 カード 27 下段に記載いたしましたド

ライブスルーの検査方式は新型コロナウ

イルス感染症対応の初期に区が区医師会

のご協力のもとに実施した内容を記載し

ております。 

 今後、新興感染症が発生した時に同じ

ような検査方式を採用するか否かは現段

階では未定ですが、区医師会をはじめと

した医療機関の皆様と協力しながら新た

な脅威に立ち向かっていく姿勢は不変で

あり、非常に重要なことと考えておりま

す。 

 いただきましたご意見を踏まえて、今

後、区が主催・共催する訓練に活かしてい

きたいと思います。 
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４ 

カード 37 感染症患者の移送は、救急

隊も不慣れであり訓練の機会が必要では

ないか。その他の業種も同様と考える。 

ご指摘事項は感染症対応力の向上にと

ても重要なことと認識しております。カ

ード 44 以降に記載させていただいてお

ります「地域力強化訓練」において、感染

対策向上加算１届出病院である東京臨海

病院様、江戸川病院様、森山記念病院様と

協議しながら、例えば、患者移送を救急隊

と医療機関の関係者合同で実施できない

かなども模索していきたいと思います。 

５ 

カード 23 「基本となる院内感染対策」

として、標準予防策及び感染経路別予防

策と同列で様々な対策が記載されていま

すが、手指衛生や職業感染防止、医療機器

洗浄、消毒などがそもそも標準予防策の

項目になるので記載の方法に工夫が必要

だと考えました。 

ご指摘のとおり記載方法を見直しまし

た。 

【修正後の記載は以下のとおり】 

「関係学会等の最新の知見に基づくガ

イドライン等を参考に、基本となる院内

感染対策を実施する。」 

 

６ 

・カード 46 細かいことですが、「訓練

の体系図」に「個人用防護服」とありま

す。一般的には「個人防護具」と表記され

ていることが多いと思われます。 

 ご指摘ありがとうございます。 

 「個人防護具」に修正させていただきま

した。 

７ 

・カード 13・15・16・28・31・73・74

など 

感染症指定医療機関・公的医療機関・特

定機能病院・地域医療支援病院といった

表記が確認できます。 

本計画がすべて江戸川区内の計画なの

か、東京都の動きも含んでいるのか、また

どの程度の医療圏を想定し作成されてい

るのかが不明であるため、念のための意

見になります。 

例えば、江戸川区内に特定機能病院と

して承認された医療機関はありません。

またそれ以外についても江戸川区内に限

った場合だとかなり限定的な医療機関に

なるので、表現に注意が必要だと考えま

した。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 ご意見ありがとうございます。 

 本計画は以下の体系で策定していま

す。 

国が定めた基本指針に即して、都道府

県が計画を策定し、都道府県の計画に即

して保健所を設置する市及び特別区が計

画を策定することとなっております。 

なお、感染症対応は区内に限らず広域

での統一的な対応や連携が必要となるた

め、区を中心としながらも区内に限った

計画とはなっていません。 

そのうえで、今後も表現等を適宜、見直

していくなど、記載については改善して

いきたいと考えています。 

８ 小生は一昨年、後期高齢となりました  ご意見ありがとうございます。 
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昭和の世代でございます。今も健康にて

過ごしております。現在も現役で会社経

営に関わっております。人手不足の今、ト

ラックの運転もこなしております。余談

を申し上げまして申し訳なく存じます。

高齢と言われる風潮に反発、コロナの蔓

延の三年間もワクチンを全て受けており

ます。お陰さまで感染する事も無く今に

至っております。今回、感染症予防計画案

に応募したのは、コロナについてワクチ

ンの無料接種が無くなり、有料になると

の事に付いててでございます。一説によ

るとかなり高額となるそうでございま

す。八千円から一万円などという事も聞

かれます。私が心配するのは、コロナの発

生から現在まで一度も接種しない若い

方々や、高齢者の方々が多くいらした事

でございます。此れが、有料になれば益々

増える恐れが有ると考察致します。今現

在、コロナが増えて来ている状況との事

でございます。蔓延の心配もございます。

江戸川区の対策としては如何でしょう

か、ワクチン接種のご対応はございます

か、生活保護世帯、高齢者の年金暮らしの

方々、一般の区民の方々への援助などご

勘案の上、蔓延防止の為の接種を実施さ

れたくお願い申し上げます。七十万区民

の命を守る対策を願ってやみません、ど

うぞご対応をお願い申し上げます。住み

よい町江戸川区の区政に期待をしており

ます。長い文面で失礼致しました。 

 いただいたご意見のとおりワクチン接

種は感染症対策として、とても重要なこ

とと認識しております。 

 現在、次年度以降の新型コロナウイル

ス感染症対策としてのワクチン接種を区

としてどのような枠組みで実施していく

か検討しておりますが、区はあらゆる機

会を通じてワクチン接種の重要性を広報

していきたいと考えています。 

 今後とも区政にご理解、ご協力のほど

宜しくお願いいたします。 

９ 

素晴らしいと思います。  ありがとうございます。お言葉を励み

に引き続き、区職員一同精進して参りま

す。 

10 

計画概要版を中心に読みました。本文

は長文なので、大まかに 30分くらいで目

を通しました。感染症予防計画はコロナ

対策の教訓が生かされたものになってい

 ご指摘ありがとうございます。 

 大きく 3 点のご指摘と認識させていた

だきました。 

 まず、1点目の多摩地域の保健所につい
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ると感じました。カード式で分かりやす

くというのも、実際に対応された方の知

恵だと思います。 

組織図のところで、①全体の中で、江戸

川区は直接かかわることではないかもし

れませんが、保健所が設置されていない

市町村のことは気になります。感染症対

策で保健所の果たす役割は大きいことは

よくわかっていますから、全都的な対応

では、三多摩地域に保健所が少ないこと

で支障が出るのではないかと感じます。

三多摩地域への保健所の充実を望むもの

です。保健所が少ないと、設置区の責任が

重くなりませんか。②統括保健師の配置 

についてです。所長のサブリーダーの

役割と説明がありますが、よくわからな

いです。何かもう少し説明が必要ではあ

りませんか。 

感染症対策での予防接種のところで

は、子どもや区民に接種を進めると同時

に、そのリスクも説明することも表記し

たほうが良いと思います。 

子どものワクチンが 14 種類あります

が、0歳の時の接種が多く、かかりつけの

小児科医がいないと対応できないように

感じます。感染症対策の一貫として、予防

接種を位置付けるなら、かかりつけ医の

ことも触れたほうがいいように感じま

す。 

ては、都が設置した保健所が複数の市町

村を管轄して対応しています。本区を含

め、特別区には影響が及びません。なお、

詳細については都にご確認をお願いいた

します。 

 2点目の統括保健師につきましては、ご

指摘を踏まえ、説明を加筆しました。 

 カード 1「本文中の整理事項」の下段を

ご確認ください。なお、詳細については

「地域における保健師の保健活動につい

て」（平成 25 年 4 月 19 日付け健発 0419

第 1号）にてご確認いただけます。 

 最後に 3 点目の予防接種についてはご

指摘事項を本計画に記載するのではな

く、予防接種の機会を通じて、その意義と

有用性を普及啓発するとともに、リスク

についても区民の皆様に対して科学的根

拠に基づく説明を丁寧に実施していきま

す。 

11 

新型コロナ対策は、これまでとは全く

違う新しい体制が行われました。感染症

はこれまでは罹患者から感染するものと

決まっていましたが、今回は発症してい

ない保菌者からも感染するということ

で、ＰＣＲ検査陽性者はすべて入院隔離

されました。そのうえ、治療薬はないの

で、対策はワクチンによる予防しかない

として治験も済んでいないワクチンを緊

 ご意見ありがとうございます。 

 ワクチンについては多様なご意見があ

ることを承知しておりますし、個々人の

意思は尊重されるべきものであると認識

しております。 

 法の規定もワクチン接種は強制ではな

く個人の自由意思に委ねられています。 

 区は、法に基づき国の指針や取組に即

して今回の予防計画を策定して参りま
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急承認して全国民に接種しました。 

ところがそのワクチンによる副作用や

死亡が続出、厚労省に報告があっただけ

でも死者 2000余人。しかし厚労省は判断

できないと認めていません。私はワクチ

ン 2回目を接種して間もなく（数日以内）

に死亡した人を 2 人知っています。どち

らも泣き寝入りです。こういう人が非常

に沢山いると思います。22 年 23 年の合

計超過死亡が約 40万人います 0が、東日

本大震災でさえ約 5 万人でしたから、そ

の数は驚くべきものです。その大部分は

新型コロナワクチンのせいではないかと

言われていますが、それを否定する論拠

を聞いたことがありません。 

区内医療機関の先生は、ワクチン接種

によって免疫力が低下しいろんな悪性の

病気を引き起こしていることを、７人の

専門家によるオンラインシンポジウム

「mRNA ワクチンという人類に対する脅

威」の中で明らかにしています。（24年 1

月 28日ニコニコ動画、Ｘなどで発信） 

新形コロナワクチンは感染や重症化予

防の効果はなく、むしろ人体の免疫力を

減退させ、いろいろな悪性病状を引き起

こすまさに人類の脅威であり、同ワクチ

ンは子どもはもちろん大人も含めて全面

的に中止すべきだと考えます。江戸川区

には、先生のように mRNAワクチンの人類

に対する脅威を真剣にかんがえ主張して

いる専門家もおり、こうした専門家の意

見も聞いて、世予防対策をくじられるよ

う意見を申し上げます。 

新型コロナ対策は異常であり、これを

改め、これまで積み上げてきた予防体制

をもとに構築されることを望みます。 

す。 

 何卒、ご理解のほど宜しくお願いしま

す。 

12 
来月の 4 月１日から感染症の医療に関

する法律が改正されることで、個人の意

 ご意見ありがとうございます。 

 また、公衆衛生の重要性についてもご
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思が尊重されない強制的な法律にならな

いようにお願いいたします。 

専門家の助言等により知事が決定して

方針の指示を行うとありますが、その専

門家の助言が正しくなければ、深刻な影

響が出ます。必要以上な過度な対策によ

り、この新型コロナにおいて４年たった

今、実際に事実として好ましくない結果

が出ています。通常では説明のつかない

恐ろしい数の死亡者数増加と出生率の低

下、新型コロナが起こった 2020年はむし

ろ超過死亡数が下がったということ

は・・・ 海外ではもう打たれなくなった

ワクチンを 6 回も 7 回も打っているのは

日本だけという異常さ。 

今は新たにレプリコンワクチンも承認

され、着々と準備が進んでおり、日本が率

先してその工場まで作っている状態で、

新たなウィルスなどの病原体に備えてい

るところですが、WHOも、もはや個人やワ

クチンメーカーが主な出資者なので、公

平な公的機関とは言い難い機関になって

きています。そこからの情報を受けて速

やかに実施する体制にするのは、大きな

懸念があります。 

公衆衛生を守ることは言うまでもなく

大切なことです。しかし、人それぞれ免疫

の状態も異なり、体質もそれぞれです。ワ

クチンを一律に強制的に打たせることが

ないよう、くれぐれも宜しくお願い申し

上げます。 

理解いただき誠にありがとうございま

す。 

 さて、いただきましたご意見ですが、№

11 でも回答させていただきましたとお

り、区は、法に基づき国の指針や取組に即

して今回の予防計画を策定し、保健所設

置市等の役割をしっかりと果たしていき

たいと考えています。 

 


